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１．庁舎建替えの進捗状況について（2018 年 11月以降） 
 

（１）「貝塚市庁舎計画」の策定について 

新庁舎整備における「基本理念」及び「基本方針」を定め、これらを実現するために必

要な機能及び方策並びに施設計画、整備の進め方を示すものとして、2018年 11月に「貝

塚市庁舎計画」を策定し、同年 12月７日（金）に議員総会において報告した。 

 

（２）貝塚市新庁舎整備事業に係る事業者選定委員会について 

   「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成 11 年法律

第 117 号。以下「PFI 法」という。）に基づき実施する新庁舎整備事業に係る事業者の選

定についての審議及び審査を行うため、「貝塚市新庁舎整備事業に係る事業者選定委員会

に関する規則」を 2018年 12月 27日（木）に公布し、同日施行した。 

   ①委員構成 

     学識経験者４名、関係行政機関の職員３名 

   ②任期 

     2019年１月 30日（水）から 2020年３月 31日（火）まで 

   ③開催予定 

回数 時期 内容 

第１回 １月 30日（水） 

新庁舎整備事業の概要説明 

「貝塚市庁舎計画」に基づく「実施方針」について、市

から委員に説明を行うもの。 

第２回 ３月４日 （月） 

事業者選定基準（案）の審議 

「民間事業者の公募」において公表する「事業者選定基

準」の案を審議するもの。 

※ ７月下旬 応募者からの応募書類提出期限 

第３回 ８月上旬 

１次審査（参加資格要件の確認） 

応募書類により応募者が参加資格要件を備えているかを

審査し、また、２次審査に係る事項について審議するもの。 

第４回 ８月下旬 

２次審査（基礎審査及び提案審査） 

 「事業者選定基準」に基づき、応募書類の各様式につい

て募集要項及び要求水準書に記載された要件、性能、水準

を満たしているかを審査（基礎審査）するとともに提案書、

見積書及びプレゼンテーションを審査（提案審査）するも

の。 
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（３）用途地域の変更及び準防火地域の指定について 

①概要 

新庁舎整備予定地の用途地域は、「第一種住居地域」であり、建築可能な建物の延床

面積が 3,000 ㎡以下という制限（用途：事務所）がある。そのため、市役所及び周辺

の公共施設並びに今池・コモ池を含む、道路・水路等の地形地物で区切られた区域に

ついて、「第一種住居地域」から「近隣商業地域」に用途地域を変更し、及び同区域に

おける「準防火地域」を指定するもの。 

②現状 

「用途地域の変更及び準防火地域の指定（案）に係る地元説明会」を 2018年 12月

１日（土）に実施。現在、大阪府と協議中。 

③今後のスケジュール 

・「都市計画法」（昭和 43年法律第 100号）第 17条の規定による都市計画の案の縦覧 

期 間：2019年１月 28日（月）～２月 12日（火） 

概 要：本件に係る都市計画の案及び都市計画を決定しようとする理由を記載し

た書面を縦覧に供するもの。 

・貝塚市都市計画審議会 

開催日：2019年２月 15日（金） 

概 要：本件に係る都市計画の案を貝塚市都市計画審議会に付議するもの。 

 

（４）測量業務及びアスベスト等調査業務について 

事業者の公募に当たり、必要な基礎資料となる以下の調査を行うもの。 

①測量業務 

受託事業者：淀川地所株式会社 

委 託 料：2,862,000円 

契 約 期 間：2018年 12月４日（火）～2019年３月 15日（金） 

②アスベスト等調査業務 

調査対象施設：市役所本庁舎、教育庁舎、職員会館、市民福祉センター、倉庫、コンク

リート壁 

受託事業者：大阪環境保全株式会社 

委 託 料：2,061,720円 

契 約 期 間：2018年 12月４日（火）～2019年３月 15日（金） 

 

（５）行政機関の誘致について 

①大阪府岸和田子ども家庭センター 

大阪府岸和田子ども家庭センターの移転について、2018年 12月 28日付で大阪府と

「大阪府岸和田子ども家庭センターの貝塚市役所への移転に関する覚書」を締結した。      

・2021年度を目途に保健・福祉合同庁舎への一部仮移転を予定。 

・2024年度を目途に市役所別館への全部移転を予定。 

②貝塚警察署 

   貝塚警察署には 2024 年度の移転を目途に市民福祉センター跡地への誘致について

協議を進めている。 
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２．今後の事業スケジュールについて 

 

PFI法に基づき、以下のとおり事業の実施を予定している。 

 

時 期 内 容 

2018年度（今年度） 

2019年２月 

 

実施方針の公表 

PFI法第５条の規定により、新庁舎整備事業の公募に参加する民間事

業者への情報提供を行うため、事業の概要を公表するもの。 

＜実施方針の主な内容＞ 

・募集、選定に関する事項 

・民間事業者の責任の明確化 

・事業概要（規模及び配置等） 

・事業継続が困難となった場合の措置 

・法制上及び税制上の措置、財政上及び金融上の支援  

2019年３月 特定事業の選定及び公表 

PFI法第７条の規定により、実施方針の公表後、特定事業(PFI法第２

条第２項の規定において定義される公共施設等の整備等に関する事業

であって、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することにより

効率的かつ効果的に実施されるものをいう。)を選定し、公表するもの。 

＜特定事業の選定の主な内容＞ 

・選定基準の基本的な考え方 

・公的財政負担の見込額の算定 

・公共サービスの水準の評価  

2019年３月議会 債務負担行為に関する平成 31年度予算案の上程 

本事業を実施することのみを目的に設立される特別目的会社（以下

「PFI事業者」という。）に支払う費用（事業期間中の設計、建設工事、

維持管理及び運営費等）の総額の限度額を設定しようとするもの。 
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時 期 内 容 

2019年度（来年度） 

2019年４月 民間事業者の公募 

PFI法第８条の規定により、特定事業の選定後、当該特定事業を実施す

る民間事業者を公募するもの。具体的には、民間事業者募集に際し必要

な以下の書類を公告する。 

①「募集要項」 

事業概要や参加資格要件、募集選定に係る事項等を示すもの。 

②「要求水準書」 

一般的な委託業務や請負業務における仕様書に相当し、民間事業者

に対して要求する必要最小限の業務範囲や水準等を示すもの。 

③「事業者選定基準」 

  応募者から提出される応募書類について、価格、設計、建設工事、維

持管理、運営及び地域経済への貢献等の評価を行うことで優先交渉権

者を選定するための基準。 

④「基本協定書（案）」 

優先交渉権者の決定後、市と優先交渉権者との間における、特定事業

契約の締結及び PFI 事業の円滑な実施に必要な基本的事項を定める基

本協定書の案。 

⑤「特定事業契約書（案）」 

  PFI事業者は、特定事業に係る施設の設計、建設工事、維持管理及び

運営等の業務を提供する義務を負い、市は、PFI事業者に対し提供され

る業務の対価を支払う義務を負うこと等を規定している特定事業契約

書の案。 

2019年９月 

 

優先交渉権者の決定 

応募者から提出される応募書類について、募集要項、要求水準書及び

事業者選定基準に基づき、選定委員会において審議及び審査の上、市が

優先交渉権者を決定するもの。 

2019年 11月 

 

仮契約の締結 

市と優先交渉権者による特定事業契約書（案）についての協議後、市と

PFI 事業者（優先交渉権者が本事業を実施することのみを目的に設立し

た特別目的会社）の間で仮契約を締結するもの。 

2019年 12月議会 特定事業契約議案の上程 

PFI事業者は、特定事業に係る施設の設計、建設工事、維持管理及び運

営等の業務を提供する義務を負い、市は、PFI事業者に対し提供される業

務の対価を支払う義務を負うこと等を規定している特定事業契約を締結

するもの。 

2019年 12月 特定事業契約の締結 

議決後、市と PFI事業者の間で特定事業契約を締結するもの。 
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３．その他 
  

（１）「公共施設等適正管理推進事業債（市町村役場機能緊急保全事業）」について 

「貝塚市庁舎計画」において、財源については、国の「公共施設等適正管理推進事業債（市

町村役場機能緊急保全事業）」（以下「事業債」という。）が 2017 年度から 2020 年度まで

の時限措置として設けられており、この事業債については交付税措置を受けられることから、

最大限に活用し更なる財政負担の軽減を図ることとしている。 

今般、総務省の「平成 31年度地方債計画」（2018年 12月 21日付）において、対象事業年

度は 2020 年度までとしながらも「経過措置として、2020 年度までに実施設計に着手した事

業については、2021年度以降も現行と同様の地方財政措置を講ずる」とされた。本事業にお

いても、2020年度中の実施設計の着手を予定していることから、2021年度以降の対象事業に

ついても地方財政措置を受けられる見込みとなった。 

 
（２）新庁舎イメージ図について 

「貝塚市庁舎計画」に基づき、今後の実施方針策定等の参考とするため、現段階での新庁

舎のイメージ図（別紙）を作成した。 

新庁舎の面積：約 12,700㎡ 

新庁舎の階層：地上 6階建てを想定。 

市 民 広 場：新庁舎北側に市民広場を整備し、平常時は市民交流の場、災害時は防災

広場として活用する。 

シビックコア：市民福祉センター跡地及び市役所別館に、他の行政機関を誘致する。 

活 用 用 地：教育庁舎跡地は、売店・食堂施設用地とする。 

駐 車 場：シビックコア（新庁舎を中心とした行政機関の集積）内の駐車場を相

互に利用できる運用を行う。 

 

 

 

2019（2020年１月）～2022年度（特定事業契約の締結後、引渡しまで） 

2020年１月～ 

2022年４月 

本事業に係る設計及び建設工事等 

PFI事業者が基本設計及び実施設計並びに建設工事を実施するもの。 

2022年４月 新庁舎の整備完了 

2022年５月 

新庁舎の供用開始 

PFI事業者から市へ新庁舎の引渡し後、新庁舎への引越しを行い、供

用を開始するもの。 

2022年６月～ 

2023年３月 

現庁舎等の解体撤去及び新庁舎の駐車場等外構施設の整備 

「市役所本庁舎」「教育庁舎」「市民福祉センター」「職員会館」等を

解体撤去し、駐車場及び市民広場等の外構施設を整備するもの。 

2023年３月 駐車場等外構施設の引渡し 


